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加算の種類

①介護職員処遇改善加算

②介護職員等特定処遇改善加算

③介護職員等ベースアップ等支援加算





①介護職員処遇改善加算とは

1.目的

介護職員の安定的な処遇改善を図るための、環境整備とともに、介護職員
の賃金改善の充てることを目的に創設された加算

2.加算の区分と要件

(1)加算の区分 ア）加算Ⅰ イ）加算Ⅱ ウ）加算Ⅲ

(2)主な要件

①加算区分に応じたキャリアパス要件を満たすこと

②職場環境等要件を満たすこと



キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅰ

任用の際に職責または職務内容等の要件(賃金を含む)を就業規則
等の書面で整備して、その内容を全介護職員に周知すること



キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅱ

資質向上の支援について具体的な計画を策定し、その計画に沿っ
て研修の実施または研修の機会を確保して、その内容を全介護職
員に周知すること

１．資質向上のための計画に沿って研修機会の提供または技術的
指導等(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行
うこと。

２.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、
休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること



キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅲ

経験や資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準により定
期に昇給を判定する仕組みと設けて、その内容を全介護職員に周
知すること



職場環境等要件
各年度において、職場環境等要件の６区分から１つ以上実施すること。またその内容を、全介護職員
に周知すること



加算の区分ごとの要件

キャリアパス要件Ⅰ

（職位・職責職務内容等
に応じた任務要件と賃金
体系の整備

キャリアパス要件Ⅱ

（資質向上のための計画を策
定して、研修の実施または研
修の機会を確保すること）

キャリアパス要件Ⅲ
（経験若しくは資格等に応じ
て昇給する仕組み又は一定の
基準の基づき定期に昇給を判
定する仕組みを設けること）



②介護職員等特定処遇改善加算とは

1.目的

経験技能のある介護職員の更なる処遇改善を目的として、新たに創設さ
れた加算

2・特定加算の区分及び要件

(1)区分 ア）特定加算Ⅰ イ）特定加算Ⅱ

(2)主な要件

①処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること

②職場環境等要件を満たすこと

③見える化要件を満たすこと

④介護福祉士の配置要件(特定加算Ⅰのみ)を満たすこと

⑤賃金改善の配分ルールを満たすこと



職場環境等要件
各年度において、職場環境等要件の６区分すべてについて１つ以上実施すること。またその内容を、
全介護職員に周知すること。



見える化要件
当該加算の算定状況と、職場環境等要件について具体的な取組み
状況を介護サービス情報公表制度または自事業所のホームページ
を活用して公表すること

介護福祉士の配置要件

特定加算(Ⅰ)の算定

サービス提供体制許可加算を算定(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しているか？

算定している 算定していない

特定加算(Ⅱ)



賃金改善の配分ルール
STEP1.事業所の職員を次の３つのグループにわける

A：経験・技能のある介護職員

B：その他の介護職員

C：介護職員以外の職員

STEP2.賃金改善の配分方法が次のいずれにも適合

①Aグループのうち１人以上に、８万以上の賃金改善または賃金改善後の

賃金見込額が年額４４０万円以上のいずれかの賃金改善を実施

②Aグループの賃金改善の見込額の平均が、Bグループを上回る(A＞B)

③Bグループの賃金改善の見込み額の平均が、Cグループの２倍以上

(B：C＝1：0.5以下)

④Cグループの改善後の賃金が年額４４０万円を上回らない





処遇改善加算の取得 職場環境要件 見える化要件 介護福祉士の
配置要件

特定加算Ⅰ ○ ○ 6/6 ○ ○

特定加算Ⅱ ○ ○ 6/6 ○ -

取得要件まとめ



③介護職員等ベースアップ等支援加算とは

1.目的

令和4年10月報酬改定により介護職員の収入を３％程度引き上げる措置とし
て創設

2.要件

(1)処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること

(2)ベースアップ要件

賃金改善額の内、２/３以上はベースアップに充てること

※ベースアップとは「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」

3.賃金改善の対象となる職種

(1)介護職員

(2)事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入をあて

ることができる








